
 

○
内
閣
府
告
示
第
七
十
六
号 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
九
年
内
閣
府
告
示
第
千
五
百
八
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三

十
年
三
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

坂
井
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

坂
井
す
こ
や
か
給
食
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

坂
井
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

公

立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
〇
）
、
公
立
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
給
食

の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
二
〇
〇
一
） 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
七
十
七
号 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
告
示
第
三
百
七
十
一
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十

年
三
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

安
城
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

安
城
心
豊
か
な
子
ど
も
を
育
む
給
食
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

安
城
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

公

立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
〇
）
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
給
食
の
外
部

搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
三
九
） 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
七
十
八
号 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
年
内
閣
府
告
示
第
二
百
七
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十
年

三
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

宇
城
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

宇
城
の
地
の
も
ん
で
ワ
イ
ン
・
リ
キ
ュ
ー
ル
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

宇
城
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特

定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
〇
七
（
七
〇
八
）
）
、
特
産
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
〇
九
（
七
一
〇
、
七
一

一
）
） 



 

○
内
閣
府
告
示
第
七
十
九
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
告
示
第
三
百
六
十
五
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十

年
三
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

よ
り
安
全
で
安
心
で
き
る
給
食
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
の
区
域
の
一
部
（
市
川
大
門
及
び
下
大
鳥
居
地
区
）
（
詳

細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

公

立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
〇
） 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
八
十
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
告
示
第
六
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十
年
三

月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

北
名
古
屋
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

北
名
古
屋
い
き
い
き
給
食
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

北
名
古
屋
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

公

立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
〇
） 

 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
八
十
一
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
内
閣
府
告
示
第
三
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十
年
三

月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

長
久
手
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

長
久
手
市
よ
く
遊
び
自
然
に
親
し
む
給
食
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

長
久
手
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

公

立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
〇
） 

 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
八
十
二
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
告
示
第
二
百
七
十
六
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十

年
三
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

志
摩
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

志
摩
市
な
ご
や
か
給
食
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

志
摩
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

公

立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
〇
） 

 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
八
十
三
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
三
十
年
内
閣
府
告
示
第
四
十
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十
年
三
月
三

十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

淡
路
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

淡
路
市
教
育
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

淡
路
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

学

校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
（
八
一
六
） 

 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
八
十
四
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
告
示
第
六
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十
年
三

月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

江
田
島
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

江
田
島
市
に
こ
に
こ
給
食
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

江
田
島
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

公

立
保
育
所
に
お
け
る
給
食
の
外
部
搬
入
方
式
の
容
認
事
業
（
九
二
〇
） 

 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
八
十
五
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
内
閣
府
告
示
第
三
百
二
十
二
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十

年
三
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

今
治
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

今
治
市
リ
キ
ュ
ー
ル
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

今
治
市
の
全
域 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特

産
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
〇
九
（
七
一
〇
、
七
一
一
）
） 

 



 

 

○
内
閣
府
告
示
第
八
十
六
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
告
示
第
二
百
八
十
八
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
三
十

年
三
月
三
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

安
倍 

晋
三 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

福
岡
県
及
び
福
岡
市 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

福
岡
ア
ジ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

福
岡
市
の
全
域
並
び
に
春
日
市
及
び
大
野
城
市
の
区
域
の
一
部
（
九
州
大
学
筑
紫
地
区
）

（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

学

校
設
置
会
社
に
よ
る
学
校
設
置
事
業
（
八
一
六
） 


	02【HP原稿】構造改革特別区域の変更（特例措置の追加を伴う）を認定した件（3件）
	03【HP原稿】構造改革特別区域の変更（特例措置の追加を伴わない）を認定した件（8件）

